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アルバイト時給改定の件 

 

 

 ２０２５年１２月１日付で、岡山県の最低賃金が１，０４７円へ改定されることを

受け、次のとおりアルバイト時給の一部を改定しますので、お知らせします。 

 

 

（２０２５年１２月１日改定） 

 

① 高校生   １,０４７円（旧；９８２円） 

 

 

② 上記以外  １,０５０円（旧；９９０～１，０００円） 

 
 
 

以 上  


